
第７６回奈良市民スポーツ大会 

実 施 要 項 

 

１．趣     旨   市民スポーツの祭典としての市民スポーツ大会は、広く市民の間にスポ 

ーツを振興し、友情・健康・奉仕の精神の高揚を図り、明るく豊かな市民 

生活の形成に寄与することを目的とする。 

２．実 施 方 法  ⑴ 大会を春季・夏季・冬季の各季別に分けて、この順に開催する。 

           ⑵ 実施競技を１部・２部とする。１部は競技スポーツとし、２部は競技

スポーツ以外のスポーツ（太極拳、レクリエーション）とする。 

３．主     催  奈良市・奈良市教育委員会・奈良市スポーツ協会 

４．主     管  奈良市スポーツ協会 

５．期     日  ⑴ 春季大会 

             令和４年 ５月 ８日（日） 総合開会式と競技会等 

           ⑵ 夏季大会 

             令和４年 ７月３１日（日） 水泳競技会（予定） 

           ⑶ 冬季大会 

             令和５年 冬季（未定）   スキー競技会（予定） 

６．会     場  ⑴ 総合開会式   ロートアリーナ奈良（奈良市中央体育館） 

           ⑵ 競 技 会 等   競技別実施要項で定める。 

７．参 加 資 格  ⑴ １ 部 

            ・奈良市在住・在勤・在学のアマチュア競技者であること。 

            ・奈良市スポーツ少年団登録団員。 

            ・競技会等を主管する団体の定める参加資格（競技別実施要項）による。 

           ⑵ ２ 部 

             １部の参加資格に準ずる。 

           ⑶ 春季大会の１部において、同一人物が異なる競技に出場することはで

きない。 

８．競 技 方 法  競技会等を主管する団体の定める規定（競技別実施要項）による。 

９．表     彰  ⑴ １部の団体競技 

             １位には優勝杯・賞状及びメダルを、２位・３位には、賞状及びメダ

ルを授与する。（メダルは小・中学生のみ）。 

           ⑵ １部の個人競技 

             １位から３位まで賞状及びメダルを授与する。（メダルは小・中学生 

のみ）。 

            ※１部の団体競技、個人競技共通事項 

            ア．競技参加が３チーム、または、３人以内の場合の表彰は１位のみ、 

             ７チーム、または７人以内の場合は２位までとする。 

            イ．３位の表彰については、複数の場合は賞状のみとする。 

 

 



10．申 込 方 法  ⑴ 申込締切日 

            ア．春季大会   令和４年４月７日（木）必着 

            イ．夏季大会及び冬季大会   別に定める。 

           ⑵ 申 込 書 

             申込書は、競技毎に（別記様式）を使用し、団体競技にあっては、 

            団体名・代表者・参加者全員の住所（代表者の住所は郵便物が届くよう

詳しく）・氏名・電話番号を記入のこと。また、個人競技にあっては、

参加者の住所（郵便物が届くよう詳しく）・氏名・電話番号を記入のこ

と。 

 ⑶ 参 加 料 

競技会等を主管する団体の定める参加料（競技別実施要項）による。 

           ⑷ 申 込 先 

             ①郵送での申し込み 

〒６３０－８５８０ 

               奈良市二条大路南１丁目１番１号 

               奈良市役所スポーツ振興課内 奈良市民スポーツ大会事務局あて 

               ☎ ３４－５３７６ 

             ②インターネットでの申し込み 

                            奈良市ホームページより申し込み用紙をダウンロードし、 

              下記アドレスまで申し込みしてください。 

              sports-taikai@city.nara.lg.jp 

              ※なお、メール申込完了の返信はいたしません。 

 

11．開 会 式  総合開会式を５月８日午前７時３０分「集合開始」から、ロートアリー

ナ奈良（奈良市中央体育館）で行う。 

12．開始式及び閉会式  競技毎に主管団体が行う。 

13．参加上の注意事項 ⑴ 競技等が天候その他の都合によりその全部または一部が中止になった

場合は、競技会等を主管する団体が決定し連絡する。 

           ⑵ 参加者は、自他の安全管理に十分留意するものとする。万一、大会当

日の参加者に病気または傷害が生じた場合は、主催者側において応急処

置をとり、必要に応じて加入している保険の限度内で対応するが、それ

以上の責任は負わない。 

             参加者は、各自でスポーツ傷害保険等に加入するなどの自己の責任で

対応するものとする。 

14．そ の 他  大会当日の本部 

           ⑴ 春季大会         ロートアリーナ奈良内に置く。 

           ⑵ 夏季大会及び冬季大会   別に定める。 
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